
給
付
型
奨
学
金
の
実
現
を
求
め
る
共
同
声
明

希
望
の
光
、
給
付
型
奨
学
金
が
実
現
し
そ
う
で
す
。

文
部
科
学
省
は
、
二
〇
一
二
年
度
概
算
要
求
に
高
校
・
大
学
等
の
「
給
付
型
奨
学
金
」
を

盛
り
込
み
ま
し
た
。

そ
れ
が
実
現
す
れ
ば
、
日
本
の
公
的
奨
学
金
（
現
在
、
日
本
学
生
支
援
機
構
学
資
貸
与
）

が
、
一
九
四
四
年
に
は
じ
ま
っ
て
い
ら
い
、
六
八
年
ぶ
り
の
画
期
的
な
こ
と
で
す
。

そ
れ
は
、
貧
困
・
格
差
の
も
と
で
修
学
が
困
難
な
若
者
、
と
り
わ
け
東
日
本
大
震
災
の
被

災
者
に
と
っ
て
、
大
き
な
希
望
で
す
。
「
教
育
を
受
け
る
権
利
」
（
憲
法
二
六
条
）
「
教
育
の

機
会
均
等
」
（
教
育
基
本
法
四
条
）
の
保
障
の
重
要
な
前
進
で
す
。

今
日
、
教
育
関
係
団
体
を
は
じ
め
諸
団
体
、
ほ
と
ん
ど
の
政
党
、
経
済
界
な
ど
が
そ
れ
を

要
望
し
、
政
策
や
提
言
に
掲
げ
て
い
ま
す
。
当
概
算
要
求
・
要
望
は
こ
の
国
民
的
世
論
に
こ

た
え
る
も
の
で
す
。

世
界
で
は
、
給
付
型
奨
学
金
が
奨
学
金
の
基
本
で
あ
り
、
経
済
協
力
開
発
機
構
（
Ｏ
Ｅ
Ｃ

Ｄ
）
の
加
盟
三
十
一
ヶ
国
で
は
、
家
計
等
へ
の
公
的
補
助
の
う
ち
給
付
型
奨
学
金
の
割
合
は

平
均
五
八
．
八
％
、
十
一
ヶ
国
で
は
そ
れ
が
一
〇
〇
％
で
す
が
、
日
本
に
は
そ
の
制
度
が
ま

だ
あ
り
ま
せ
ん
（
二
〇
〇
八
年
現
在
）
。
国
際
人
権
Ａ
規
約
一
三
条
は
、
中
等
・
高
等
教
育

の
「
無
償
教
育
の
漸
進
的
導
入
」
と
「
適
当
な
奨
学
金
制
度
の
設
立
」
を
規
定
し
て
い
ま
す

が
、
日
本
で
は
実
施
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。

二
〇
一
〇
年
度
の
高
校
無
償
化
に
よ
り
、
「
社
会
全
体
で
学
び
を
支
え
る
」
と
い
う
気
運

が
高
ま
り
、
そ
れ
が
給
付
型
奨
学
金
の
概
算
要
求
の
背
景
と
な
り
ま
し
た
。

二
〇
一
二
年
度
予
算
案
で
そ
れ
が
縮
小
さ
れ
た
り
、
見
送
ら
れ
た
り
し
な
い
よ
う
、
政
府

の
特
段
の
努
力
を
切
望
い
た
し
ま
す
。

二
〇
一
一
年
一
二
月
一
四
日

共
同
声
明
連
名
者
一
同


